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 策定の背景と目的  

   木曽町環境基本計画は、条例第７条の規定により、良好な環境を維持・創出し、

人と自然の共生を柱として、永続可能な循環型社会の形成をめざすことを目的と

して策定され、第 2次木曽町環境基本計画が令和 4年度末をもって計画期間満了

となるため「第 3次木曽町環境基本計画」（以下「本計画」という。）を策定する

ものです。 

 計画の期間  

   計画の期間は、令和 6 年度から令和 10 年度の 5 年間とします。なお、2050 年

ゼロカーボン実現に向けた国・県等の動向に対応するため、令和 5 年度は木曽町

再生可能エネルギー導入計画の策定期間としました。 

  基本理念  

本計画の基本理念は、｢木曽町環境基本条例｣に掲げられている基本理念と一致します。 

≪ 基 本 理 念 ≫ 

○ 良好な環境の確保 

 

○ 循環型社会を基調としたまちづくり 

 

○ 地域環境から地球環境の保全へ 

 

（木曽町環境基本条例 第 3条[基本理念]） 

 

 環境像  

本計画は、第 2 次木曽町総合計画で掲げるまちの将来像の実現に向けた施策を環境面から

推進する役割を担っていることから、本計画が目指す当町の望ましい環境像は基本構想と同

一のものとします。 

≪ 環  境  像 ≫ 

みんなで創る 笑顔あふれるまち、木曽 

豊かな地域資源を育て未来につなげよう 
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 環境の具体的目標  

3つの環境の基本目標に基づき、8つの環境の具体的な目標を定めます。この環境の具体的

な目標を踏まえ、施策を進めていきます。 

≪ 環 境 の 具 体 的 目 標≫  

 

① エネルギーを大切にしよう 

（省エネの推進、再生可能エネルギー導入の推進） 

 

② ごみを減らそう 

（４Ｒの推進、ごみの適正処理、 

生ごみの削減・堆肥化、ごみに関する意識啓発） 

 

③ 里山の生態系を守り、気持ちよく暮らせるふるさとにしよう 

（豊かな自然や里山があるまち、生態系の保全、 

各種団体と連携した環境保全、環境にやさしいまちづくり） 

 

④ 水を大切にするまちづくりを進めよう 

（河川と豊かな水資源の保全、親水空間のあるまち） 

 

⑤ 安心して住み続けられる環境を確保しよう 

（有害化学物質の発生抑制、環境汚染の防止、有害化学物質の情報提供） 

 

⑥ 環境にやさしい農業を推進し、町内で生産された農産物を食べよう 

（環境にやさしい農業の推進、地産地消の推進） 

 

⑦ みんなで環境について学ぼう・伝えよう 

（環境教育の推進、環境情報の共有・発信） 

 

⑧ 身近な環境を住民が守り育てよう 

（住民による環境保全活動の推進） 

 

 

本計画の推進にあたり、それぞれの具体的目標において、ＳＤＧｓ（持続可能な

開発目標）、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）及びＧＸ（グリーントラン

スフォーメーション）との共通認識を持って取り組みます。 
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出典：国際連合広報センターホームページ 2030アジェンダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「ＤＸとＧＸの同時推進による地域課題の解決」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「ゼロカーボンアクション 30 
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 環境の数値目標  

各施策の進捗状況、達成状況等を判断する指標として数値目標を定めます。 

これらの数値目標の設置において、木曽町人口推計で 2025年に人口 10,000人を下回る（国

立社会保障・人口問題研究所調べ）と推測されていること及びその他関連する各計画の数値

目標を参考に設定しました。これらの目標を達成するために各施策を進めます。 
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１ 各主体の役割  

《 町   民 》 

  本計画の推進にあたっては、町民一人ひとりが日常生活の中で環境への取組みを実践してい

くことが重要です。それは個々としては小さな取組みであったとしても、町全体としてみると

大きな取組みにつながり、良好な環境を維持していくための大きな力となります。さらに、各

自の取組みに加えて、行政区や地域自治組織、PTA、消費者の会など、各団体との連携も非常に

重要です。また、町外の個人・団体等の協力を呼びかけることも大切です。 

《 事 業 者 》 

  事業活動が環境に与える影響の大きさを考慮し、企業利益の追求のみならず環境への配慮が

重要です。このためエコビジネスへの参入や、環境マネジメントシステムの導入などにより、

環境に対する取組み状況や効果を検証するとともに、その結果を公表していくことが必要であ

り、こうした環境面での取組みは、消費者からの評価につながることになります。また、企業

単位としてだけでなく、業界や地域、学校や行政などと協力して広域的に取組んでいくことも

求められています。 

《 学   校 》 

各学校・各こども園において、町内の環境問題について認識しながら、人間が環境に与える

影響についての理解と関心を高め、次世代を担う子どもたちの環境を大切にする心を育てるこ

とが重要です。自らが進んで環境保全に取組める環境教育を推進します。 

《 行   政 》 

  地球温暖化対策等、行政自らが環境に配慮した取組みを率先して行うとともに、町民・事業

者等の協力を得るために積極的な情報提供を行うことが重要です。また、計画に係る目標の設

定や進行管理に努め、定期的に見直し改善を図ります。 

 

２ 計画の推進・進行管理体制  

 計画の推進に向けて、各施策の策定や事業計画を立案し、事業実施について役場各課や

木曽町環境協議会により各関係機関に対し積極的に提言していきます。また、広域的な対

応が必要な対策等については、国や県、近隣町村と連携した取組みを推進します。 

木曽町環境審議会は町長からの諮問に応じ、条例及び計画に基づく各事項を調査し審議

し、必要に応じて町長に意見を述べます。 

 計画の進行管理を行うために、目標の達成状況を評価し、環境に関する国の施策や社会

情勢の変化等によって、環境に関する国の施策や社会情勢の変化等によっては、計画期間

にとらわれず必要に応じて見直しを図っていきます。 
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木曽町環境協議会 
（事務局（環境水道課）） 

町 民 

（地域協議会） 

（公民館） 

事 業 者 

学 校 

行政（町） 

木曽町環境審議会 

町 
 
 
 
 

長 

木曽町環境基本計画推進・進行管理体制 

 

協 働 

報 告 

提 言 

報 告 

諮 問 

答 申 
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参考資料 

○計画の策定経過等 

1）木曽町環境審議会委員名簿 

（第３次木曽町環境基本計画並びに木曽町再生可能エネルギー導入計画策定委員） 

(順不同・敬称略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）審議経過 

 

令和 5年 8月 31日 

第 1回第 3次木曽町環境基本計画並びに木曽町再生可能エネルギー導入計画策定委員会 

内容：委嘱状交付・計画策定についての説明 

 

令和 5年 10月 30日 

第 2回第 3次木曽町環境基本計画並びに木曽町再生可能エネルギー導入計画策定委員会 

内容：計画素案の審議 

 

令和 5年 12月 22日 

第 3回第 3次木曽町環境基本計画並びに木曽町再生可能エネルギー導入計画策定委員会 

内容：計画案の審議・確認
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